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第５次南国市総合計画策定経緯 

 

年月日 内容 

令和６年 

８月７日（水） 

令和６年度 第８回 

南国市行政計画策定委員会 

議題 

１．総合計画・総合戦略の策定について 

（１）アンケートの実施 

（２）評価シート 

（３）スケジュール等 

２．高知県人口減少対策総合交付金について 

（１）交付金の概要 

（２）事業案等 

３．その他 

（１）専門部会の設置 

令和６年 

８月 27 日（火） 

令和６年度 第１回 

南国市行政計画審議会 

議題 

（１）第２期南国市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の進捗報告 

（２）計画策定スケジュール等 

（３）総合計画アンケート 

（４）その他 

令和６年 

10 月１日（火） 

～10 月 31 日（木） 

市民アンケート調査 

対象：市内在住の 18 歳以上 
手法：郵送配布・郵送回収及びＷＥＢ回答によ

る本人記入方式 
配布：3,000 件 
回収：976 件（32.5％） 

中学生アンケート調査 

対象：市内在住の中学３年生 
手法：ＷＥＢによる本人回答方式 
配布：314 件※ 
回収：194 件（61.8％） 

中学生保護者アンケート調査 

対象：市内在住の中学３年生の保護者 
手法：ＷＥＢによる本人回答方式 
配布：314 件※ 
回収：34 件（10.8％） 

高校生アンケート調査 

対象：市内在住の高校２年生（高専２学年） 
手法：ＷＥＢによる本人回答方式 
配布：749 件※ 
回収：444 件（59.3％） 

書面開催 

令和７年 

３月６日（木） 

令和６年度 第２回 

南国市行政計画審議会 

資料 

１ 第５次南国市総合計画策定にかかるアンケ

ート調査結果報告書（概要版） 

２ 令和６年度 KPI 進捗・事業評価及び令和７

年度方針シート 

３ 第２期南国市まち・ひと・しごと創生総合戦

略（令和７年度）（案） 

令和７年 

３月７日（金） 
岡豊高校ワークショップ 

未来のジブン会議 

～今、決めなくていい。でも、考えなくていい？～ 

参加者：岡豊高校２年生全員（欠席者除く） 

内  容：①オリエンテーション 
②こだわり POINT を考えてみよう 
③どんな“仕事”がしたい？ 
④まとめ 



NANKOKU CITY 

75 

年月日 内容 

令和７年 

６月４日（水） 
若手農業者座談会 

農業を続けたいまちってどんなまち？ 

参加者：若手就農者 24 名 
内  容：①オリエンテーション 

②農業の“今”を見つめる 
③皆さんに決めてほしいこと 

令和７年 

７月 16 日（水） 

令和７年度 第１回 

南国市行政計画審議会 

議題 

（１）前回審議会（書面開催）の報告 

（２）第２期南国市まち・ひと・しごと創生総合

戦略 

（３）第５次総合計画 

（４）その他 

令和７年 

１１月１９日（水） 

令和７年度 第２回 

南国市行政計画審議会 

議題 

（１）前回審議会の未回答質問への回答 

（２）第５次南国市総合計画（案） 

（３）その他 

令和７年 

12 月 18 日（木） 
第 444 回南国市議会定例会 第５次南国市総合計画基本構想 議決 

令和８年 

２月１６日（月） 

令和７年度 第３回 

南国市行政計画審議会 

議題 

（１）第５次南国市総合計画 

（２）第３期南国市まち・ひと・しごと創生総合

戦略 

（３）その他 

令和８年 

３月 19 日（木） 
答申  

※概数。用紙・メールによる配付を行っており、メールの着信を確認したものではない。 また、生徒から保護者

へ届かない、双子で保護者への配付が重複するなどが有りうるため。  
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第５次南国市総合計画について（諮問） 

 

６ 南 企 第 ９ ４ 号  

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ７ 日  

 

南国市行政計画審議会 

会長  赤池 慎吾  様  

 

南国市長 平山 耕三 

 

 

第５次南国市総合計画について（諮問） 

 

南国市行政計画審議会条例（平成２７年条例第１１号）第２条の規定に基づき、第５次南国市総合計画に

ついて貴審議会の意見を求めます。 
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第５次南国市総合計画について（答申） 

 

答   申 

 

南国市の第５次総合計画は、将来像を「「みどり」輝き 「まち」も輝く 笑顔あふれる 南国市」と定めて

います。そして、これを実現するために、「住みやすくて心地がよいまち」、「にぎわい、活気あふれるまち」、

「みんながつながり、支え合うまち」の３つのまちづくり目標を定めています。 

第５次南国市総合計画は、第４次南国市総合計画の総括と、人口減少や少子高齢化の進行、価値観や働

き方の多様化、気候変動や災害への備え、デジタル技術の進歩などの社会潮流を踏まえ、将来像に向けた

３つのまちづくり目標を実現するため、行政の各分野の取組を体系的に示しています。 

本審議会は、市長より諮問を受けた第５次南国市総合計画原案について、慎重に審議を重ねた結果、そ

の内容は概ね妥当であると認め、下記の意見を付して答申します。 

市長には、審議会の答申の趣旨を尊重し、本計画の実施にあたり格段の努力と積極的な取組を強く要

望します。 

 

記 

本計画の計画期間である令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間は、これまで取り組んできた人口

減少に歯止めをかける地方創生の取組を強化継続することに加え、デジタル化や AI の進展による産業構

造の転換などの社会変化に対応し、人口減少・少子高齢化が進行する時代においても社会構造を維持し、

将来の活力ある南国市を築くための重要な期間となります。基本構想に掲げる南国市の将来像を実現す

るためには、基本計画に定めた３つのまちづくり目標に向けた各施策の推進が不可欠ですが、これまで以

上に状況の変化を的確に捉えた迅速な対応と施策推進が求められます。本市の豊かな自然や温暖な気

候、交通の要衝という特性を活かしながら、防災力のさらなる向上、産業の振興、子育て支援などにより、

将来に渡って安心して暮らすことのできるまちづくりを、市民と行政の協働により進めていかなければな

りません。 

本計画を実施するにあたっては、明確な目標を設定し、その進行管理を徹底し、市民が共有して目標の

実現を目指していく体制を整え、市民や市民団体と行政、そして産業界や教育機関、あるいは金融機関や

報道機関など、幅広い分野との連携・協働を図りながら、すべての人と組織が一体となって取り組んでい

くことを要請します。 

 

 

令和８年３月                    

南国市行政計画審議会 

会長 赤池 慎吾  

南国市長 平山 耕三 様 
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南国市行政計画審議会委員名簿 

区分別・敬称略 

委員 役職 所属等 
区分 

（※条例第３条） 

江口 悟  高知県産業振興推進部地域産業振興監（物部川地域担当） １号委員 

渡部 靖  南国市副市長 １号委員 

赤池 慎吾  高知大学次世代地域創造センター地域コーディネーター ２号委員 

楠瀬 公美  南国市教育委員 ２号委員 

近藤 拓也  高知工業高等専門学校地域連携センター長 ２号委員 

今井 まち  南国市農業委員 ３号委員 

小笠原 由美  物部川ＤＭＯ協議会事務局長 ３号委員 

松村 登三雄  高知県農業協同組合土長営農経済センター部長 ３号委員 

杉村 寛  南国市商工会会長 ３号委員 

山本 明弘  高知県工業会理事（(株)山本工作所代表取締役） ３号委員 

白山 早苗  南国市観光協会会長 ３号委員 

長山 由里香  南国市食生活改善推進協議会会長 ４号委員 

西岡 義之  南国市自主防災組織連合会会長 ４号委員 

槇尾 絢子  南国青年会議所理事長 ４号委員 

川村 忠義  南国市公民館連絡協議会会長 ５号委員 

山崎 昇  集落活動センター・チーム稲生会長 ５号委員 

竹村  明  南国市社会福祉協議会会長 ６号委員 

國方 久敬  南国市金融団代表者（四国銀行南国支店長） ６号委員 

熊澤 恵美  一般公募 ７号委員 

※委員の任期は、2025.4.16～2027.4.15 （2 年間）  
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南国市行政計画審議会条例 

平成27年３月31日 

条例第11号 

（設置） 

第１条 南国市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画（以下「行政計画」という。）に係る諮

問機関として，南国市行政計画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，行政計画の策定，改訂及び実施並びに行政計画に関連する施策に関し，

必要な調査，審議及び検証を行う。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員30人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 行政関係者 

(2) 教育関係者 

(3) 産業関係者 

(4) 市民組織の代表 

(5) 地域的代表 

(6) 識見を有する者 

(7) 市民からの応募による者 

(8) 市の職員 

(9) その他市長が認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員を委嘱し，又は任命された後に，選任の事由となった身分を失った者は，委員を辞したものとみなす。 

３ 委員の再任は，妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に，会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は，会長が招集する。ただし，第３条第２項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われ

る会議については，市長が招集する。 

２ 審議会は，委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 会長は，会議の議長となる。 

４ 議事は，出席委員の過半数で決定し，可否同数のときは，議長の決定するところによる。 

（報酬等） 

第７条 委員の報酬及び費用弁償は，南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例（昭和

34年南国市条例第39号）の別表のその他の委員の規定を適用する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は，企画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 南国市振興計画審議会条例（昭和44年南国市条例第１号）は，廃止する。 
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南国市行政計画策定委員会委員名簿 

令和８年３月現在 

所 属 職 名 氏 名 

委員長 副市長  渡部 靖 

副委員長 企画課長  田所 卓也 

副市長 副市長  岡崎 拓児 

総務課 参事兼総務課長  松木 和哉 

財政課 参事兼財政課長  溝渕 浩芳 

危機管理課 危機管理課長  野村 学 

情報政策課 情報政策課長  徳平 拓一郎 

税務課 税務課長  北村 長武 

市民課 市民課長  山田 恭輔 

子育て支援課 子育て支援課長  高野 正和 

長寿支援課 長寿支援課長  中村 俊一 

保健福祉センター 

こども家庭センター 

保健福祉センター所長 

こども家庭センター所長 
 藤宗 歩 

環境課 環境課長  横山 聖二 

農林水産課 農林水産課長  川村 佳史 

農地整備課 農地整備課長  髙橋 元和 

商工観光課 商工観光課長  山﨑 伸二 

建設課 建設課長  山﨑 浩司 

地籍調査課 地籍調査課長  吉本 晶先 
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所 属 職 名 氏 名 

都市整備課 都市整備課長  篠原 正一 

住宅課 住宅課長  松岡 千左 

福祉事務所 福祉事務所長  天羽 庸泰 

学校教育課 学校教育課長  池本 滋郎 

生涯学習課 生涯学習課長  前田 康喜 

会計課 会計課長  竹村 亜希子 

上下水道局 上下水道局長  橋詰 徳幸 

議会事務局 議会事務局長  野口 裕介 

農業委員会事務局 農業委員会事務局長  弘田 明平 

監査委員事務局 監査委員事務局長  中村 比早子 

消防本部 消防長  三谷 洋亮 

消防本部 消防次長兼消防署長兼警防課長  小松 貞雄 

消防本部 総務課長  松村 公博 

消防本部 予防課長  森本 憲司 
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南国市行政計画策定委員会規程 

昭和52年６月１日 

訓令第１号 

改正 昭和62年１月７日訓令第５号 

平成６年４月20日訓令第５号 

平成10年３月16日訓令第２号 

平成19年３月15日訓令第１号 

（設置） 

第１条 南国市の行政に関する計画の策定その他重要な事項を調査し審議するため，南国市行政計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副市長を，副委員長は企画課長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は，参事，会計管理者及び所属長のうちから市長が任命する。 

（任務等） 

第３条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

(1) 市の基本方針及び基本計画に関すること。 

(2) 市の行政機構及び行政事務の改善に関すること。 

(3) その他市の行政に関する重要な事項 

２ 委員長は，前項の審議事項について調査，研究し，市長に報告する。 

３ 委員長は，審議事項が複雑かつ精密な調査を要するものについては，専門部会を置くことができる。 

（職務） 

第４条 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，委員長の職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員及び専門部会員の任期は，１年とし，再任を妨げない。 

（会議等） 

第６条 委員長は，必要に応じて会議を招集し，その議長となる。 

２ 委員長及び専門部会長は，会議に委員以外の者を出席させ，意見を求めることができる。 

（専門部会） 

第７条 専門部会員は，委員長が職員のうちから任命し，専門部会長は，審議事項の分掌課長が担当する。 

２ 専門部会長は，専門部会を代表し，専門部会の会議の議長となる。 

（事務処理） 

第８条 委員会の事務は，企画課において処理する。ただし，特別な審議事項については，担当課において庶務
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を分掌する。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，公布の日から施行する。 

２ 南国市行政計画策定委員会規程（昭和44年南国市訓令第３号）は，廃止する。 

附 則（昭和62年訓令第５号） 

この規程は，昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年訓令第５号） 

この規程は，公布の日から施行し，平成６年４月１日から適用する。 

附 則（平成10年訓令第２号） 

この規程は，平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年訓令第１号）抄 

１ この規程は，平成19年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

本計画書の表紙及び裏表紙は、本市の歴史と将来像を重ね たデザインとし ています。  

基調色には市章のえんじ色を用い、背景には、岡豊城主・長宗我部 家の家紋として知られる

カタバミの柄をあしらいました。  

カタバミは、太くて長い根を伸ばし根ごと掘り取ることが難しいことから、子孫繁栄 を象徴

するもの として 、古くから用いられてきました 。また、 カタバミの 花言葉は「喜び」「輝く心」

「母のやさしさ」など、あたたかく前向きな 言葉があり ます。  

こうした背景を踏まえ、本市の末永い発展と、将来像である『「みどり」輝き  「まち」も

輝く  笑顔あふれる  南国市』の実現への願いを表現しています。  
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